
鋸南町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員募集要領 

 

令和７年５月１３日の任期満了に伴い、鋸南町農業委員会の委員（以下、「農業委員」と

いう。）及び農地利用最適化推進委員（以下、「推進委員」という。）の次期委員について、

農業者、農業者が組織する団体その他の関係者に推薦を求めるとともに、一般的な募集に

よってもこれらの委員を募集します。 

 

１ 推薦及び募集の対象 

（１）農業委員 

（２）推進委員 

 

２ 募集期間 

令和６年１２月６日（金）から令和７年２月１４日（金）まで 

 

３ 推薦又は応募の資格 

（１）推薦を受ける者又は応募できる者は、次のいずれかに該当する方です。 

①農業委員 

農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農

業委員会の所掌に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができる者 

②推進委員 

農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者で、担当する区域におい

て、農地等の利用の最適化の推進のための活動ができる者 

（２）次のいずれかに該当する者は、農業委員及び推進委員となることができません。 

①破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

②禁固以上の刑に処せられ、その執行を終えるまで又はその執行を受けることがなく

なるまでの者 

  



４ 推薦及び募集の方法 

指定の様式に必要事項を記入の上、期間中に提出してください。 

※様式は、農業委員会事務局又は町ホームページからダウンロードできます。 

 

○提出先 

鋸南町農業委員会事務局【鋸南町役場地域振興課（本庁３階）】へ直接お持ちいただく

か、郵送等により提出してください。 

持参の場合の受付時間は、平日の８時３０分から１７時１５分までです。 

郵送の場合は締切日必着とします。 

 

郵送の場合の送付先 

〒299-2192 千葉県安房郡鋸南町下佐久間３４５８ 

鋸南町農業委員会事務局（鋸南町地域振興課内） 

 

５ 候補者の選考 

推薦及び応募による候補者の総数が定数を超えた場合又は町長若しくは在任の農業委員

会長が必要と認めた場合は、在任の農業委員及び農業委員会事務局長の判断によりそれぞ

れの候補者を先行します。また、必要に応じて面接を実施する場合があります。 

優先順位 

①認定農業者 

②①に準ずる者（認定農業者 OB、認定農業者の農業従事・経営参画、認定新規就農

者、集落営農組織役員、指導農業士、基本構想水準到達者） 

③青年・女性 

※耕作放棄地を所有していないなど農地法の趣旨に反していない方を優先します。 

 

６ 選考結果の通知 

内示については、令和７年２月下旬頃に本人及び推薦者に郵送で通知します。 

選考結果は、鋸南町議会にて承認後に通知します。 

 

７ 個人情報の取り扱い 

推薦及び募集により取得した個人情報については、保護・管理に充分留意するととも

に、候補者の選考以外の目的に使用することはありません。 

  



８ 定数 

（１）農業委員 １０名 

（２）推進委員 ８名 

 

推進委員が担当する地区割表 

番号 担当する区域 募集人数 

１ 元名・保田（芝台・中原・中道臺・本郷上）一円 １名 

２ 大六・吉浜・大帷子下・江月・大帷子上一円 １名 

３ 小保田・市井原・横根一円 １名 

４ 下佐久間一円 １名 

５ 竜島・田町一円 １名 

６ 中佐久間一円 １名 

７ 上佐久間一円 １名 

８ 奥山・大崩一円 １名 

 

 

９ 任期 

令和７年５月１４日から令和１０年５月１３日までの３年間 

 

１０ 職務 

（１）農業委員 

農地転用、農地の無断転用の防止・解消などの農地法等に基づいて農業委員会の権限

に属する事項についての活動・審議等のほか、農地利用の集積・集約化、遊休農地の発

生防止・解消などの農地利用の最適化に関する事項について活動・審議等が主な職務と

なります。会議は、毎月１回（５日頃）程度の開催となります。また、必要に応じ研修

会等に出席していただく場合があります。 

（２）推進委員 

農地の無断転用の防止・解消などを図るための調査等のほか、農業者や農業者が組織

する団体等と話し合いを行い、農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消な

どを推進するための調査等が主な職務となります。会議は、毎月１回（５日頃）程度の

開催となります。また、必要に応じ研修会等に出席していただく場合があります。 

  



１１ 身分及び報酬額 

いずれも地方自治法第２０３条の２に規定する非常勤の特別職で、鋸南町特別職の職員

で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づき報酬を支給します。 

会長   年額２５８，４００円 

農業委員 年額２０７，１００円 

推進委員 年額２０７，１００円 

（業務には守秘義務が伴います） 

 

１２ 情報の公表 

選考にあたっての透明性及び公平性を確保するため受付期間の中間及び期間終了後に鋸

南町ホームページ等で提出のあった推薦及び応募に係る書類をもとに以下の内容を公表し

ます。 

（１）推薦した者の氏名、職業、年齢及び性別（推薦した者が法人又は団体である場合

は、名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の数、構成員たる資格その他の当

該法人又は団体の性格を明らかにする事項） 

（２）推薦を受けた者又は応募した者の氏名、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の

状況 

（３）推薦を受けた者又は応募した者が認定農業者等であるか否かの別 

（４）推薦又は応募の理由 

（５）推薦を受けた者又は応募した者が農業委員会等に関する法律第１９条第１項の規

定により農地利用最適化推進委員として推薦を受け、又は応募しているか否かの別 

（６）推薦を受けた者の数及びそのうち認定農業者等の数 

（７）応募した者の数及びそのうち認定農業者等の数 

 

※注意事項 

１ 農業委員と推進委員の兼務は出来ません。 

２ 応募者については、農業経営の状況等について関係機関等へ確認をし、選考を行いま

す。 

３ 申請書は理由の如何を問わず返却しませんので、ご承知おきください。 

４ 推薦、応募に係る経費は、全て自己負担となります。 

 

お問い合わせ 鋸南町農業委員会事務局 ＴＥＬ ０４７０－５５－４８０５ 

                   ＦＡＸ ０４７０－５５－０４２１ 

 


